
一
六
五

れ
を
委
嘱
し
、
そ
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ

な
い
。

　

（
顧　

問
）

第
七
条　

研
究
所
に
必
要
な
助
言
を
与
え
、
事
業
の
円
滑
な
運
営
を
は

か
る
た
め
、
若
干
人
の
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

二　

顧
問
に
は
、
退
職
し
た
所
長
経
験
者
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

三　

顧
問
は
、
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
、
所
長
が
推
薦
し
、
学
長
が

こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

　

（
運
営
委
員
会
）

第
八
条　

研
究
所
に
は
、
運
営
に
関
わ
る
す
べ
て
の
事
項
を
審
議
し
決

定
す
る
た
め
に
運
営
委
員
会
を
置
く
。

二　

運
営
委
員
会
は
、
所
長
及
び
所
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

　

（
研
究
員
）

第
九
条　

研
究
所
に
は
、
研
究
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

二　

研
究
員
は
、
本
研
究
所
で
行
う
研
究
活
動
に
参
加
を
希
望
す
る
本

学
及
び
他
大
学
の
大
学
院
生
並
び
に
国
内
外
の
研
究
者
の
中
か
ら
、

運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
所
長
が
推
薦
し
、
学
長
が
委
嘱
す
る
。

三　

研
究
員
の
研
究
期
間
は
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
情
に
よ
り
研

究
期
間
の
延
長
を
認
め
る
。

　

（
運
営
費
）

第
十
条　

研
究
所
の
運
営
費
は
、
駒
澤
大
学
の
年
間
予
算
、
寄
付
金
そ

の
他
を
も
っ
て
充
て
る
。

　

（
規
程
の
改
廃
）

第
十
一
条　

こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
、
大
学

の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

附　

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

附　

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

駒
澤
大
学
仏
教
文
学
研
究
所
規
程

　

（
名
称
・
設
置
）

第
一
条　

駒
澤
大
学
に
駒
澤
大
学
仏
教
文
学
研
究
所
（
以
下
「
研
究

所
」
と
い
う
）
を
設
置
す
る
。

　

（
目　

的
）

第
二
条　

研
究
所
は
、
建
学
の
理
念
に
基
づ
き
、
仏
教
文
学
及
び
仏
教

と
文
学
に
関
連
す
る
総
合
的
研
究
を
行
い
、
も
っ
て
文
化
の
向
上
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

（
事　

業
）

第
三
条　

前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
。

　
（
一
）　

研
究
会
及
び
講
演
会
の
開
催

　
（
二
）　

図
書
及
び
研
究
紀
要
の
刊
行

（
三
）　

国
内
外
の
同
種
の
研
究
団
体
及
び
関
係
す
る
諸
機
関
等
と
の

連
携
並
び
に
学
会
等
の
開
催

　
（
四
）　

そ
の
他
研
究
所
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

　

（
職　

員
）

第
四
条　

研
究
所
に
は
次
の
職
員
を
置
く
。

　
（
一
）　

所
長
一
人

　
（
二
）　

所
員
若
干
人

二　

所
員
は
、
本
学
の
専
任
教
員
の
中
か
ら
学
長
が
こ
れ
を
委
嘱
し
、

そ
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

　

（
所　

長
）

第
五
条　

所
長
は
、研
究
所
を
代
表
し
、研
究
所
の
運
営
を
統
括
す
る
。

二　

所
長
は
、
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
、
本
学
専
任
教
員
の
中
か
ら

学
長
が
こ
れ
を
委
嘱
し
、
そ
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再

任
を
妨
げ
な
い
。

　

（
幹　

事
）

第
六
条　

所
長
を
補
佐
し
、
研
究
所
の
事
務
を
掌
る
た
め
、
研
究
所
に

幹
事
を
置
く
。

二　

幹
事
は
、
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
、
所
員
の
中
か
ら
所
長
が
こ



　
編
集
後
記

　

講
演
会
に
つ
い
て
は
、
例
年
は
本
部
棟
中
央
講
堂
に
て
開
催
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
本
年
度
は
耐
震
工
事
の
た
め
、
大
学
会
館
二
四
六
で
開

催
い
た
し
ま
し
た
。
講
演
を
お
引
き
受
け
く
だ
さ
っ
た
加
地
伸
行
先
生

と
本
学
の
小
川
隆
先
生
は
、
と
も
に
大
変
な
お
話
上
手
で
あ
っ
て
多
彩

な
議
論
を
楽
し
く
展
開
さ
れ
た
た
め
、
多
彩
な
聴
衆
で
満
席
と
な
っ
た

会
場
が
し
ば
し
ば
沸
い
た
こ
と
で
し
た
。
有
意
義
な
ご
講
演
を
ご
寄
稿

く
だ
さ
っ
た
両
先
生
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
と
こ
ろ
所
員
の
論
文
が
減
っ
て
い
る
た
め
、
本
年
度
は
所
員
・

研
究
員
の
発
表
を
増
や
す
こ
と
を
方
針
と
し
て
呼
び
か
け
た
結
果
、
所

員
三
名
・
研
究
員
一
名
の
論
文
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
次

号
は
さ
ら
に
多
く
の
所
員
・
研
究
員
の
方
々
が
投
稿
さ
れ
る
こ
と
を
期

待
い
た
し
ま
す
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ｋ
）

　
彙
　
報

一　

坂
口
博
規
所
長
は
平
成
二
十
五
年
三
月
を
も
っ
て
退
職
さ
れ
、
平

成
二
十
五
年
度
四
月
よ
り
文
学
部
の
田
中
徳
定
教
授
が
所
長
に
就
任

し
た
。

二　

阿
部
昌
子
・
池
田
大
輔
・
伊
藤
達
氏
・
塩
崎
真
理
子
の
四
氏
を
研

究
員
と
し
て
再
任
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
徳
野
崇
行
氏
を
研
究
員

と
し
て
委
嘱
し
た
。

三　

平
成
二
十
五
年
度
公
開
講
演
会
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
月
二
十
日
（
金
）
三
時
よ
り

於 
駒
澤
大
学
会
館
二
四
六

　
　

禅
の
問
答
を
よ
む　

駒
澤
大
学
教
授　
　
　
　

小　

川　
　
　

隆
氏

　
　

儒
教
的
仏
教
の
自
覚　
　

大
阪
大
学
名
誉
教
授　
　

加　

地　

伸　

行
氏

一
六
六


